
情報通信審議会 情報通信技術分科会（第１６９回）議事録 

 

１ 日時 令和５年１月２４日（火）１４：３０～１５：２７ 

 

２ 場所 Ｗｅｂ会議による開催 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

尾家 祐二（分科会長）、石井 夏生利、伊丹 誠、江﨑 浩、 

上條 由紀子、國領 二郎、三瓶 政一、高橋 利枝、長谷山 美紀、 

平野 愛弓、増田 悦子（以上１１名） 

 

（２）総務省 

＜国際戦略局＞ 

田原 康生（国際戦略局長）、内藤 茂雄（官房審議官）、 

川野 真稔（技術政策課長） 

＜総合通信基盤局＞ 

竹村 晃一（総合通信基盤局長） 

・電波部 

豊嶋 基暢（電波部長）、荻原 直彦（電波政策課長）、 

高橋 文武（電波政策課 室長）、中村 裕治（移動通信課長） 

（４）事務局 

  久保田 昌利（情報流通行政局情報通信政策課総合通信管理室長） 

 

４ 議 題 

 ・答申案件 

「新世代モバイル通信システムの技術的条件」のうち「携帯電話の上空利用

拡大に向けた LTE-Advanced（FDD）等の技術的条件等」について 

【平成 28年 10月 12日付け諮問第 2038号】 

 



・報告案件 

① 「新世代モバイル通信システムの技術的条件」のうち「狭帯域LTE- A

dvancedに関する技術的条件」の検討開始について 

【平成25年12月13日付け諮問第2035号】 

② 「Beyond 5G に向けた情報通信技術戦略の在り方」中間答申を踏まえ

た取組について 

【令和３年９月30日付け諮問第27号】 
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開  会 

 

○尾家分科会長  皆さん、こんにちは。新しい体制になりまして初めての分科会かと思

います。何とぞよろしくお願いします。 

 それでは、ただいまから情報通信審議会第１６９回情報通信技術分科会を開催いたし

ます。 

 本日はウェブ会議にて会議を開催しております。現時点で委員１４名中１２名が出席

し、定足数を満たしております。ウェブ会議となりますので、皆様、御発言の際はマイ

ク及びカメラをオンにしていただきまして、名のっていただいて、御発言をお願いいた

します。 

 また、本日の会議の傍聴につきましては、ウェブ会議システムによる音声のみでの傍

聴とさせていただいております。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいります。本日の議題は

答申案件１件、報告案件２件でございます。 

 

議  題 

 

（１）答申案件 

「新世代モバイル通信システムの技術的条件」のうち「携帯電話の上空利用拡

大に向けたＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＦＤＤ）等の技術的条件等」につい

て 

【平成２８年１０月１２日付け諮問第２０３８号】 

 

○尾家分科会長  初めに、諮問第２０３８号、「新世代モバイル通信システムの技術的条

件」のうち「携帯電話の上空利用拡大に向けたＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＦＤＤ）等

の技術的条件等」について、新世代モバイル通信システム委員会主査代理の三瓶委員か

ら御説明をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○三瓶主査代理  新世代モバイル通信システム委員会主査代理の三瓶でございます。本

日は委員会主査の森川委員が欠席ですので、代わりに主査代理の私から、新世代モバイ
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ル通信システム委員会における検討結果につきまして、資料１６９－１－１の概要資料

に基づいて、御説明させていただきます。 

 １ページ目をお願いいたします。 

 一昨年１２月から昨年１２月にかけまして、新世代モバイル通信システム委員会では、

携帯電話の上空利用の拡大とローカル５Ｇの柔軟な運用という２件につきまして検討

を行ってまいりました。 

 まず、１件目の携帯電話の上空利用の拡大に向けた検討について御説明いたします。 

 スライド２枚目をお願いいたします。 

 携帯電話端末をドローン等に搭載して上空で利用するというニーズに対しましては、

２０１６年７月に実用化試験局制度というものが導入されましたが、その後、ドローン

の利用拡大に伴いまして、手続の簡素化や運用開始までの期間の短縮のニーズが高まっ

たために、本委員会における検討結果を踏まえ、２０２０年１２月に、利用者がウェブ

経由などの簡易な手続で利用可能となる環境が実現されております。 

 ３ページ目をお願いいたします。 

 簡素な手続による上空利用に当たっては、地上の電波利用への干渉を回避するため、

この３ページ目の下に示されております表のような技術的条件が定められております。

具体的には、通信方式はＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄのうちのＦＤＤ方式であること、周

波数帯は８００ＭＨｚ帯、９００ＭＨｚ帯、１.７ＧＨｚ帯、２ＧＨｚ帯に限られること、

高度は地上１５０メートル未満に限られていること、上空用の送信電力制御機能を有す

ることという条件が設定されております。 

 ４ページ目をお願いいたします。 

 こういった現状に対しまして、今般、新たに２つのニーズが示されました。１つ目は、

高度１５０メートルでの利用のニーズでございます。例えば、インフラ点検や物流など

の場面で高度１５０メートル以上を飛行する場合や、ドローンのみならず、ヘリコプタ

ーなどでの携帯電話網の利用などにユースケースが想定されております。 

 スライド５枚目をお願いいたします。 

 もう一つ、２つ目のニーズとしまして、５Ｇでの利用の希望がございました。ドロー

ンによる空撮映像をリアルタイム伝送する際に、現在、上空で利用可能なＦＤＤ方式の

ＬＴＥ帯域につきまして、５Ｇでも上空で利用可能とすることが望まれております。 

こうした新たなニーズの提案を受けまして、高度１５０メートル以上の利用や５Ｇの
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上空利用に関しまして、地上の携帯電話網や他の無線システムとの共用検討を行い、上

空利用拡大に関する技術的条件について検討を行いました。 

 ６ページ目をお願いいたします。 

 初めに、高度１５０メートル以上における利用の検討について御説明いたします。 

 まず、地上の携帯電話ネットワークへの影響の検討でございます。 

 今回は上空の端末がＬＴＥの電波を発射した場合の地上の基地局への干渉につきま

してシミュレーションを行いました。その際、上空端末に対して、地上と同様の通常の

送信電力制御を適用した場合と、現在、簡素な手続の条件となっております上空端末用

の送信電力制御を適用した場合の２つのケースについて実施しております。 

 シミュレーションでは、この図の右下にありますように、１９セルモデルを用いまし

て、各セルの上空にいるドローンの数を変えて、中央の基地局に対する干渉影響を計算

しております。 

 ７ページ目を御覧ください。こちらはシミュレーション結果となります。 

 ここで示しておりますのは８００ＭＨｚ帯での例になりますが、ほかの周波数帯にお

きましても、おおむね同様の結果が出ております。 

 この図の横軸は上空端末の数、縦軸は上空端末が存在していない場合と比較した場合

の干渉の増加量となります。実線のグラフで示されている上空端末用の電力制御を適用

した場合の結果を見ますと、高度１５０メートル以上におきましても、上空端末が存在

しない場合と同程度に干渉が抑えられているということが分かるかと思います。 

 ８ページ目を御覧ください。 

 先ほどの結果から、高度１５０メートル以上におきましても、地上の携帯電話ネット

ワークへの干渉は回避可能と考えられます。 

 ただし、上空における通信品質という観点におきましては、高度を上げるほど地上の

基地局での受信電力は下がるため、回線の品質は低下してまいります。すなわち、上空

でのサービス品質と地上への干渉の影響につきましては、トレードオフの関係がござい

ますので、各携帯電話事業者が自社における最適なパラメータを判断し、設定するとい

うことが必要となります。 

 ９ページ目をお願いいたします。 

 続いて、高度１５０メートル以上で携帯電話を利用した場合におけます他の無線シス

テムとの共用に関する検討です。 
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 共用検討は、この表の①から⑪までに掲げられております携帯電話と同一、または隣

接の周波数帯を使用する各無線システムを対象として実施いたしました。 

 １０ページ目をお願いいたします。 

 共用検討の前提といたしまして、上空端末の高度が上がるほど、地上から見える端末

の数が増えることになります。したがいまして、過去に１対１で共用検討を行ったもの

につきましても、上空の複数の端末から到来する干渉の合計値で改めて検討するという

ことにしております。 

 また、上空端末には上空端末用の送信電力制御が適用されている前提で検討を行って

おります。 

 １１ページを御覧ください。 

 干渉影響の評価方法につきましては、この右下の１９セルモデルにおきまして、各セ

ルに上空端末が１台ずつ存在するモデルを使用しております。水平方向から見た絵は、

この図の左側になります。 

 １２ページをお願いいたします。 

 評価方法の詳細については割愛させていただきますけれども、地上のＬＴＥ端末から

の干渉量と上空端末からの干渉量をそれぞれ算出し、その差分で評価を行っております。 

 １３ページを御覧ください。こちらは各無線システムに対する評価結果の一例でござ

います。 

 多くの無線端末、無線システムにつきまして、１５０メートル以上の上空端末からの

干渉合計量は地上端末からの干渉合計量よりも相当少ないという結果が、これで示され

ております。 

 １４ページを御覧ください。 

 ただし、一部の無線システムにおきましては、干渉量が十分小さいという状況ではな

く、少し目立っている部分がございますので、それにつきまして、より詳細な検討を行

っております。 

 その結果、１.５ＧＨｚ帯と３.４ＧＨｚ帯につきましては、それぞれ電波天文と衛星

受信に対しまして、上空端末からの影響が大きいため、慎重な対応が必要ということに

なっております。これは高度１５０メートル未満の検討結果と同様の結果となっており

ます。 

 １５ページをお願いいたします。 
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 １.７ＧＨｚ帯につきましては、気象衛星に対する干渉影響がほとんどの場合には問

題ないと評価されましたが、ドローンが特定の高度になった場合のみ許容干渉量を超え

る影響を与える結果となりました。したがいまして、１.７ＧＨｚ帯で上空利用を行う場

合には、免許人同士で個別調整などを実施する必要があるというように考えております。 

 １６ページを御覧ください。 

 以上の結果を踏まえますと、高度１５０メートル以上におきましては、携帯電話の上

空利用による干渉を回避するためには、利用可能な周波数を制限することや上空利用の

送信電力制御を適用するという条件をつける必要があるということが分かりました。こ

れらの条件は高度１５０メートル未満の場合と結果的に同一となっております。 

 １７ページをお願いいたします。 

 続きまして、５Ｇ－ＮＲ方式の上空利用に関して検討を行いました。地上利用におけ

るＦＤＤ帯域の５Ｇ化の検討を実施した際には、５Ｇにおける不要発射強度等のパラメ

ータが全てＬＴＥの規定値の範囲内に収まるということが確認できておりますので、既

存システムとの共用検討は不要と、従前整理しております。 

 上空利用に関しても同様のことが言えまして、ＬＴＥの上空利用と同等の電力制御を

行うことで、５Ｇが地上の既存システムに与える影響はＬＴＥと同等以下となりますの

で、ＬＴＥで上空利用が可能であれば、５Ｇ－ＮＲでも上空利用が可能であると結論づ

けております。 

 １８ページを御覧ください。 

 以上を踏まえまして、技術的条件としましては、周波数帯について、現在利用可能と

なっております８００ＭＨｚ帯、９００ＭＨｚ帯、１.７ＧＨｚ帯、２ＧＨｚ帯を対象と

すること、また、ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄのＦＤＤ方式に加えまして、ＦＤＤの５Ｇ

－ＮＲ方式につきましても、上空利用時の技術的条件を定めることが適当としておりま

す。また、上空利用が可能な最大高度につきましては、特段の制限を設けないことが適

当としております。 

 加えまして、送信電力制御に関する条件としましては、引き続き、上空端末用の送信

電力制御機能を適用するということを条件にするのが適当であるということにしてお

ります。 

 １９ページをお願いいたします。 

 以上を踏まえまして、携帯電話の上空利用拡大に向けた技術的条件をここにまとめて
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おります。詳細については割愛いたします。 

 以上が携帯電話の上空利用拡大に向けた検討結果となります。 

 ２０ページをお願いします。 

 ２０ページは、もう一つの検討でございますローカル５Ｇの柔軟な運用等についてで

ございます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 まず、検討の背景について御説明いたします。 

 ローカル５Ｇは、自己の建物内、または自己の土地内で、建物または土地の所有権者

等が自ら構築するということを基本とする５Ｇシステムでございます。 

 ローカル５Ｇは、これまで一定程度普及しつつありますが、ローカル５Ｇの導入には、

依然として一定の技術面のハードルが存在しております。このような中、ローカル５Ｇ

の新たな利用ニーズを踏まえまして、柔軟な運用条件等について検討を行ってまいりま

した。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 本件につきまして、委員会に設置されたローカル５Ｇ検討作業班において検討を行い

ましたところ、主な議論として３つに大別されまして、１つ目が広域的な利用等、２つ

目が免許手続・検査の簡素化、３つ目が海上への利用拡大としておりまして、この３つ

につきまして、報告書で取りまとめております。詳細は、後ほど個別に御説明させてい

ただきます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 まず、共同利用について御説明いたします。 

 本件につきましては、当初、委員会におきまして、「広域利用」について検討すること

としておりましたが、必ずしも従来の利用方法と比べても利用エリアとして広い概念は

なく、「広域利用」という呼称があまり適切ではないのではないか、という指摘もござい

ました。このため、広域利用として想定されていたニーズの具体化・精緻化を行った結

果としまして、今回、これは仮称でございますけれども、「共同利用」ということで報告

書を取りまとめております。 

 具体的には、ローカル５Ｇ制度の現状としまして、電気通信事業者がローカル５Ｇサ

ービスを提供するエリアにおきまして、当該エリアに含まれる他者の土地の所有者が後

発でローカル５Ｇを利用しようとした場合、この後発の所有者が優先となり、制度とし
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ては、この後発使用者は、今度、自己土地の展開となりますので、当然、優先権がござ

いますが、そうなってしまうとサービスが安定的に提供できないという課題がございま

した。 

このため、今回、ローカル５Ｇのさらなる普及のため、共同利用という新しい概念を

導入し、一の基地局と利用者の自己土地を含む必要最小限のエリアを共同利用区域、こ

の図でいいますと、下側の赤い線で囲まれているエリアになりますけれども、ここを共

同利用区域としまして、当該区域を自己土地相当とみなすことで、サービスの安定的な

提供を行えるようにするというものでございます。 

 一方で、この共同利用によって、無秩序な場所取りを誘発しないようにということで、

共同利用区域の設定のほかにも、一定の制約を設けることとしております。 

 ２４ページを御覧ください。こちらがその一定の条件となります。 

 要点のみを説明させていただきますが、免許主体を電気通信事業者とするということ、

それから共同利用区域の設定の際には、あらかじめ自己土地を有する複数の利用希望者

からの同意を得ること、次に、共同利用の基地局の設置場所は、原則、共同利用区域内

とすること、共同利用の免許人は共同利用区域内で新たに当該共同利用を希望する者に

対して共同利用サービスの提供を拒否してはならないこと、共同利用区域に変更が生じ

る場合には、直ちに共同利用区域の変更を行うこと、共同利用サービスは、適切な方法

によって周知・広報を行うこと、これらを条件としております。 

 ２５ページをお願いいたします。これは他者土地における移動制限の緩和についてで

ございます。 

 ローカル５Ｇの制度の現状としましては、干渉の懸念がない場所であっても、他者土

地における移動局の運用はローカル５Ｇのガイドライン等によって固定通信に限られ

ておりました。本件につきましては、無線従事者がローカル５Ｇの利用時に適切に免許

人の端末を管理している場合に限り、端末が移動しながら電波を発射することを認めて

はどうかという方向で検討がまとまりました。 

 ２６ページをお願いします。 

 続きまして、他者土地の利用と自己土地利用の干渉調整の明確化について御説明いた

します。 

 ローカル５Ｇ制度の現状としまして、ガイドラインにおいて、「他者土地利用側が自己

土地利用のローカル５Ｇの無線局に混信を与えないように、空中線の位置や方向の調整
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等を行うことが必要である。」という記載がございました。これは基本的には、他者土地

利用と自己土地利用の干渉調整について、当事者間で干渉調整を実施し、合意できない

場合には他者土地利用側が空中線の位置や方向の変更等を実施するべきというのが従

来どおりのローカル５Ｇの運用調整の考え方であるため、ガイドラインの文言を修正す

ることで検討が取りまとめられております。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 続きまして、免許の簡素化についてでございます。 

 ローカル５Ｇ制度の現状としまして、屋外に設置されている基地局は、自己土地利用

者であっても、エリア変更等の変更の許可が必要となっておりました。議論の結果とし

まして、干渉の懸念がない場合には手続の簡素化をしても問題はないということで、具

体的な確認方法としては、免許申請時に自己土地内の複数の地点で干渉検討上問題がな

いことをあらかじめ確認すること。もう一つ、２つ目としまして、調整対象区域が他者

土地に存在する場合、当該土地の所有者等から合意を得ること。これらを条件としてお

ります。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 続きまして、定期点検の簡素化についてでございます。 

 ローカル５Ｇ制度の現状としまして、ローカル５Ｇの定期検査の一部を省略するに当

たっては、全国５Ｇ同様の２４時間３６５日の監視制御が求められておりました。現状

は定期検査の一部を省略できるのは、この２４時間３６５日という条件が必要になって

おりますけれども、ローカル５Ｇは基本的には自営等での利用が想定されておりまして、

必ずしも２４時間３６５日、電波発射を行っているわけではございません。そのため、

作業班での議論の結果、ローカル５Ｇの利用実態に合わせて、「基地局からの電波発射中

は監視を行い、適切な保守運用体制を構築すること」を条件としまして、定期検査時に

おける周波数等の測定を省略可能としております。 

 ２９ページをお願いいたします。最後に海上への利用拡大について御説明いたします。 

 まず、現状としまして、ローカル５Ｇは陸上での利用を基本としたシステムであり、

基本的には海上の利用が想定されておりませんでした。また、ローカル５Ｇで用いてい

る自己土地、他者土地という言葉ですが、海上には自己土地という概念はございません。

このため作業班で検討の結果、海上における一定の利用ニーズが存在するということか

ら、以下の方向性の下、引き続き作業班において検討を進めてまいりたいと考えており
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ます。 

 現状の方向性としましては①４.７ＧＨｚ帯を対象とすること、②利用範囲は領海１

２海里内とすること、③今後、適切に公共業務用無線局等との干渉検討を行った上で、

必要に応じて海上における基地局の設置制限区域を設定すること、④電波発射の形態と

しまして、陸上の基地局から海上に電波を発射する形態、あるいは海上の構造物上の基

地局から電波を発射する形態とすること、⑤海上は原則として他者土地相当とするが、

法令等に基づき、特定の者が所有する海上構造物などは自己土地相当とすること、など

としております。５番目につきましては、先ほど申し上げましたが、海上には自己土地、

他者土地という制限がございませんので、ここであえてこう規定しているということで

ございます。以上がローカル５Ｇの柔軟な運用等に関する検討結果となります。 

 この後、３０ページ以降は参考資料となりますので、説明は割愛させていただきます。 

 駆け足となりましたが、以上が新世代モバイル通信システム委員会報告の概要となり

ます。よろしくお願いいたします。 

○尾家分科会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がございましたら、チャット機能にて

お申出くださいませ。お願いします。 

○尾家分科会長  伊丹委員、お願いします。 

○伊丹委員  伊丹でございます。 

 １点、ちょっとお教えいただきたいのですが、スライド右上番号で７ページ目ですね。

シミュレーション結果のところなんですが、干渉増加量が地方都市なんか見ますと、か

えってマイナス側に動いているものがあるんですが、ほかでも少しマイナス側になって

いるものもあると思います。これはどういう理由で起こるのか、お教えいただければと

思うんですが。 

○三瓶主査代理  これは高さが高いからということかと思います。 

○伊丹委員  マイナスになるというのはどういうことなんでしょうか。 

○三瓶主査代理  地上に比べて上空での干渉が減るということになります。 

○伊丹委員  端末が存在しない状態が、その紫ラインではないのですか。 

○三瓶主査代理  上空端末が存在しなくて地上端末のみが存在しているというのが紫ラ

インで、それに対して上空端末が存在したときの上空端末の干渉が地上と比べて減って

いるとマイナスに振れるということなので、干渉は存在しています。 
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○伊丹委員  これは、そういう意味合いのラインということですね。 

○三瓶主査代理  はい。そういうことです。 

○伊丹委員  分かりました。ありがとうございます。マイナスになるというわけではな

いのですね。 

○三瓶主査代理  マイナスではなくて、地上より少ないという意味です。 

○伊丹委員  相対的に少ないということですね。分かりました。ありがとうございます。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。 

 そのほか、何か御質問、御意見ございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

 では、１つ、私から御質問させていただければと思います。 

 今回、上空の利用拡大ということで、１５０メートル以上で利用できるということで

すが、上限は設けないということですが、実際、基地局との通信の強度なんかで、ある

程度までしか通信ができないのかなと思いますが、現状で、もし、利用可能な範囲とい

うのが、ある一定、分かりそうでしたら、教えていただけますでしょうか。 

○三瓶主査代理  後で事務局からお答えをお願いしたいと思うのですが、基本的には、

地上の基地局というのは地上をカバーするために設置されているので、上空利用という

のは、その範囲内で上空利用をカバーするという前提で、上空利用を徹底的にカバーす

るという考え方は持っていないと、これがまず前提かと思います。ですので、高くなれ

ばなるほど、使えなくなるということはやむを得ないということで、どこまで利用可能

なのかは分からないですけれども、これについては事務局から何かお願いできますでし

ょうか。 

○尾家分科会長  事務局からお願いします。 

○中村移動通信課長  総務省移動通信課長の中村でございます。御質問ありがとうござ

います。 

 作業班の中で、実際にヘリコプターで上空を少し飛んでいただいて、携帯電話の電波

が届くかどうか、それについて確認をしていただいたところ、おおむね１ｋｍから１.５

ｋｍぐらいの範囲ぐらいまでは、地上の携帯電話の電波届きそうじゃないかといったよ

うなデータが得られたというふうに聞いているところでございます。よろしくお願いい

たします。 

○尾家分科会長  どうもありがとうございました。 

 委員の皆様、何か御質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 それでは、ほかに意見、質問等がないようでしたら、定足数も満たしておりますので、

本件は答申書（案）、資料１６９－１－３のとおり、一部答申したいと思いますが、いか

がでしょうか。御異議がある場合には、チャット機能でお申出くださいませ。 

（異議の申出なし） 

○尾家分科会長  ありがとうございます。それでは、資料１６９－１－３の答申書（案）

のとおり答申することといたします。三瓶委員、どうもありがとうございました。 

○三瓶主査代理  ありがとうございました。 

○尾家分科会長  それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の

対応について御説明を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

○竹村総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の竹村です。 

 本日は、新世代モバイル通信システムの技術的条件のうち、携帯電話の上空利用拡大

に向けたＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＦＤＤ）等の技術的条件等についての一部答申を

いただき、厚く御礼を申し上げます。 

 無人航空機につきましては、昨年１２月に有人地帯の目視外飛行、いわゆるレベル４

飛行が解禁されたところであり、今後、ドローン等の活用分野はさらに拡大することが

期待されています。 

 これに伴い、サービスエリアが広く、高速大容量のデータ伝送が可能な携帯電話網を

ドローン等の制御やデータ伝送に利用したいというニーズが高まっています。 

 本日、一部答申をいただきました携帯電話の上空利用拡大に向けた技術的条件につき

ましては、携帯電話をドローン等に搭載し、上空で利用することができる範囲を拡大す

るものであり、安心・安全の分野や物流の分野などにおけるドローン等の利用拡大を後

押しするものと考えております。 

 また、併せて一部答申いただきましたローカル５Ｇにつきましては、基地局の共同利

用や免許手続、定期検査の簡素化等、免許人やその利用者にとって、より柔軟にローカ

ル５Ｇを活用することが可能になるものであり、ローカル５Ｇのより一層の普及、ロー

カル５Ｇを活用したビジネスの拡大、そして周波数の有効利用に資するものと考えてお

ります。総務省としては、本日の一部答申を受けまして、速やかに制度整備に取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

 最後に、尾家分科会長、本日、御説明をいただきました新世代モバイル通信システム

委員会の三瓶主査代理、そして、本日、御欠席ではございますが、森川主査をはじめ、
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委員、専門委員の皆様に重ねて御礼を申し上げるとともに、引き続き御指導賜りますよ

う、よろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。 

○尾家分科会長  竹村局長、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

（２）報告案件 

①「新世代モバイル通信システムの技術的条件」のうち「狭帯域ＬＴＥ－Ａｄｖ

ａｎｃｅｄに関する技術的条件」の検討開始について 

【平成２８年１０月１２日付け諮問第２０３８号】 

 

○尾家分科会長  それでは、続きまして報告案件に移ります。 

 諮問第２０３８号、「新世代モバイル通信システムの技術的条件」のうち「狭帯域ＬＴ

Ｅ－Ａｄｖａｎｃｅｄに関する技術的条件」の検討開始について、新世代モバイル通信

システム委員会主査代理の三瓶委員から、再び御説明をお願いいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○三瓶主査代理  新世代モバイル通信システム委員会主査代理の三瓶でございます。続

きまして、「新世代モバイル通信システムの技術的条件５のうち「狭帯域ＬＴＥ－Ａｄｖ

ａｎｃｅｄに関する技術的条件」の検討開始につきまして、資料１６９－２に基づいて

説明、報告をさせていただきます。 

 本件は、後ほど詳しく御説明させていただきますが、新世代モバイル通信委員会技術

検討作業班におきまして、７００ＭＨｚ帯における携帯電話用周波数のさらなる確保の

ために検討が開始されたものでございます。 

 では、次のページ、１ページ目を御覧ください。 

 まず、検討の背景についてでございます。 

 本件検討の契機としましては、携帯電話用周波数の再割当に関する円滑な移行に関す

るタスクフォース報告書というのがございますが、そこで携帯電話用周波数のさらなる

確保に向けた検討を進めることが必要であるという提言が出されたことを受けまして

携帯電話事業者から７００ＭＨｚ帯における狭帯域ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステ

ムの利用可能性について御提案があったということに端を発しております。 

 当該提案を受けまして、３ＧＰＰの中でバンド２８というのが国際規格化されている
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周波数がございますけれども、この帯域につきましては、現在はガードバンドとして未

利用となっている周波数帯として、具体的には下り７７０から７７３ＭＨｚ、上り７１

５から７１８ＭＨｚの３ＭＨｚの幅につきまして、これを携帯電話システムへ割当て可

能性があるのではないかということから、狭帯域ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの技術的条

件について検討を行うということになりました。 

 検討項目としましては、７００ＭＨｚ帯の既存無線システムとして、地上デジタルテ

レビ放送や特定ラジオマイク等との共用検討を実施すること、これが①でございます。

②としまして、狭帯域ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの技術的条件として、周波数帯や変調

方式等を取りまとめること、③としまして、その他として、運用時に必要な制度的検討

を行うこととしております。 

 今後の予定としましては、本年の春頃を目途に検討を取りまとめることとしておりま

す。 

 では、次のページを御覧ください。 

 先ほど申し上げましたとおり、検討対象となっております周波数帯は、国際的標準化

団体であります３ＧＰＰにおきまして、Ｂａｎｄ２８として規格化されている帯域でご

ざいまして、既にこの図にありますように、国内外の市場で多くのスマートフォンが対

応しているバンドでございます。 

 今回、検討対象となっている周波数帯は、このＢａｎｄ２８の中で、過去の情報通信

審議会における共用検討結果を踏まえて、特にＬＴＥ移動局と地上デジタルテレビ放送、

それから特定ラジオマイクとの共用検討を実施する必要がございます。 

 では、次のページを御覧ください。 

 続きまして、この地上デジタル放送、それからデジタルテレビ放送、それから特定ラ

ジオマイク等の共用検討を実施するために、今回、新世代モバイル通信システム委員会

の技術検討作業班の下に７００ＭＨｚ帯等移動通信システムアドホックグループ、これ

を新たに設置しまして、携帯電話事業者、放送事業者、特定ラジオマイク関係者等にお

集まりいただいて、議論を進めております。 

 では、次のページを御覧ください。こちらが７００ＭＨｚ等移動通信システムアドホ

ックグループの構成員の一覧となります。 

 以降、５ページ目につきましては、これは参考資料でございますので、説明は割愛さ

せていただきます。 
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 報告は以上でございます。 

○尾家分科会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がございましたら、チャット機能にて

お申出をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、周波数のさらなる有効利用のための御検討かというふうに理解いたしまし

た。今後の御検討、よろしくお願いいたします。 

 三瓶委員、どうもありがとうございました。 

○三瓶主査代理  ありがとうございました。 

 

②「Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇに向けた情報通信技術戦略の在り方」中間答申を踏まえ

た取組について 

【令和３年９月３０日付け諮問第２７号】 

 

○尾家分科会長  それでは、続きまして、「Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇに向けた情報通信技術戦

略の在り方」中間答申を踏まえた取組につきまして、総務省から御説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○川野技術政策課長  総務省国際戦略局技術政策課長の川野でございます。よろしくお

願いいたします。 

 資料の投影をお願いいたします。 

 本件につきましては、平成３年９月３０日に総務省より諮問させていただきました

「Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇに向けた情報通信技術戦略の在り方」につきまして、昨年、令和

４年の６月３０日に情報通信審議会から中間答申をいただいてございます。その中間答

申を受けた総務省、行政の対応状況、また今後の方向性について御報告をさせていただ

くものでございます。 

 １ページ目でございます。 

 こちらが昨年６月に頂戴しました情報通信審議会の中間答申の全体像をお示しして

いるものでございます。 

 おさらいをさせていただきますと、上にございますとおり、主な課題認識として、熾

烈な国際競争が起こっているということ、また、②といたしまして、情報通信の消費電
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力が一つ大きな問題になっているということ、また、③といたしまして、岸田内閣の国

家戦略であるデジタル化、誰もが活用できる、誰一人取り残さないデジタル化、これを

目指すという３つの問題意識に立ったＢｅｙｏｎｄ ５Ｇに向けた技術戦略について

御審議をいただいて、中間答申をいただいたものでございます。 

 内容といたしましては、この下に４つの箱がございます。１つ大きな柱として、研究

開発戦略というのが左側にございます。こちらではＢｅｙｏｎｄ ５Ｇに向けて、世界

市場のゲームチェンジを目指したネットワークの姿、これをしっかりと明確化をしてい

くこと、また、２点目ですが、日本として強みのある技術を重点分野として、しっかり

と絞り込み、集中投資によって開発を加速化していくことが必要という御提言でござい

ます。具体的な技術分野として、オール光ネットワーク技術、非地上系のネットワーク

技術、セキュアな仮想化・統合ネットワーク技術といった分野を特定していただいたと

ころでございます。 

 また、この研究開発を進めるに当たって、この四角の一番下の赤い字のところでござ

いますけれども、研究開発は一般的に単年度で終了するものは多くはございません。多

くのものが複数年度にまたがるということでございますので、ここにありますとおり、

予算の多年度化を可能とする枠組みの創設が望ましいという形での御提言を頂戴した

ところでございます。 

 また、この技術戦略においては、この研究開発戦略、すなわち研究だけを進める形で

はなくて、この右側に黄色い丸のところで書いてありますけれども、右側にございます

社会実装戦略、知財・標準化戦略、海外展開戦略、これらを一体として推進していくと

いうことでございまして、研究開発成果をしっかりと社会に出し、知財・標準化、そし

て日本にとっての利益につなげていくといったことをしっかりと見据えた形で進める

べきという御提言をいただいているところでございます。 

 これを受けまして、これにより、下の赤いところにございますとおり、標準必須特許

１０％、国際市場３０％確保して、世界市場をリードすること、また通信ネットワーク

全体の電力使用効率を約２倍に引き上げること等が目標として掲げられているところ

でございます。 

 続きまして、２ページ目でございます。その答申後の状況も含めました世界的な開発

競争の激化の状況について、資料にまとめたものでございます。 

 我が国日本、総務省におきましては、この２０２０年の６月にＢｅｙｏｎｄ ５Ｇ推
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進戦略をまとめて、主要国の中では、いち早くＢｅｙｏｎｄ ５Ｇの取組を開始に着手

したところでございます。しかしながら、その後の２年間、先進各国、アメリカ、ドイ

ツ、ＥＵ、韓国といったところでもＢｅｙｏｎｄ ５Ｇ、６Ｇに向けた各種の取組が進

んでいるところでございます。また、研究開発投資計画も次々と発表されておりまして、

特に米国におきましては、昨年の８月に成立した、いわゆる半導体・科学法２０２２の

中で、半導体の生産・研究開発に対する支援に併せて、ＡＩ、量子コンピューターなど

と並んで次世代通信規格（６Ｇ）などの先端技術開発に２００億ドルの支援を行うとい

う法案が成立しているところでございます。 

 また、欧州、ＥＵ、この中のドイツ、フィンランドといったそれぞれの国、ロシア、

中国、韓国といった国も、それぞれ６Ｇに向けた研究開発を進めているということでご

ざいます。 

 次のページでございます。 

 冒頭、予算の多年度化という御提言いただきましたけれども、従来のＢｅｙｏｎｄ 

５Ｇの研究開発の促進事業の状況について御報告いたします。 

 上の四角にあるとおり、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇの研究開発を促進するために、令和２年

度第３次補正予算３００億円によりＮＩＣＴに基金を設置し、企業や大学に対し委託や

助成を行って参りました。しかし、こちらは令和３年１月のＮＩＣＴ法改正に基づく時

限的な措置であり、研究開発につきましては、令和４年度末までに限定された基金にな

ってございました。また、予算の積み増しも認められていなかったということでござい

まして、ここの下の表を御覧いただきますと、令和４年度の追加の予算を単年度の予算

として研究開発を実施してきたというものでございます。しかしながら、先ほど申しま

したとおり、各国の研究開発競争が激しくなる中、これではなかなか数年度にわたって

腰を落ち着けて研究開発がしづらいというところで御提言をいただいたところでござ

います。 

 次の４ページにお進みください。 

 これを受けまして、政府におきましては、昨年の総合経済対策、下のところを御覧い

ただければと思いますけれども、赤字で書かせていただいています、将来の社会や産業

の基盤となるＢｅｙｏｎｄ ５Ｇの研究開発の抜本的強化等、最先端技術への戦略的投

資を推進する。その具体的方策として、革新的な情報通信技術の研究開発推進のための

恒久的な基金の造成というものが政府の対策に盛り込まれたところでございます。 
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 次に進んでください。 

 これを受けまして、政府としても、予算をまず措置をさせていただいております。革

新的情報通信基金事業ということでございますけれども、新しく基金を設けた上で、右

下に具体的な額がございますけれども、さきの臨時国会で既に成立いただいているもの

で令和４年度補正予算の中で６６２億円、また、今週から始まりました通常国会で御審

議を賜る令和５年度の当初予算案の中で１５０億円、それぞれ予算計上がされていると

いうことでございまして、令和５年度の予算が成立すると、今年の４月時点では８１２

億円の規模で基金をお預かりするというような形でございます。 

 ６ページ目を御覧ください。 

 その基金を設置するための法律改正も実施いたしました。１ポツの（１）のところで

ございますけれども、私どもが所管しております研究開発法人情報通信研究機構、いわ

ゆるＮＩＣＴでございます。こちらにＢｅｙｏｎｄ ５Ｇの研究開発を実施するための

基金を新たに設けるということを規定したというものでございます。 

 また、（２）でございますけれども、電波法も併せて改正をしております。御案内のと

おり、電波法に基づいて電波利用料を無線局の免許人の皆様から頂戴をしております。

電波利用料に基づき、いわゆる電波の有効利用に資する研究開発を、これまで総務省は

長らく実施してきており、これまでは単年度、単年度の予算で実施をしてきたというこ

とでございますけれども、今回、基金を造成するに当たり、この電波利用料に基づく研

究開発についても、複数年度にわたって研究開発が落ち着いてできるように、基金化で

きる、基金に充てることができるという規定を整備させていただいたものでございます。 

 この法律につきましては令和４年の昨年の臨時国会で成立をいたしまして、既に１２

月１９日に成立をしているところでございます。 

 現在、ＮＩＣＴの中長期目標等の改正、変更作業を進めているところでございまして、

年度内には、この基金をＮＩＣＴに造成したいと考えてございます。 

 最後の７ページ目でございます。これまでの基金と新しい基金の相違点について、簡

単に御説明申し上げたいと存じます。 

 まず、上から４行目でございます。先ほど申しましたとおり、現行基金においては、

令和４年度末までの研究開発が認められていたところでございますけれども、新基金に

おいては、特段、法律上の定めがないという形で、恒久的に使える基金の制度になって

ございます。 
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 また、一番下でございますけれども、備考というところにありますとおり、追加の予

算措置がこれまでの基金はできなかったということでございますけれども、今後は、こ

の基金に追加的に予算を入れることが可能になったということでございます。 

 さらに、今回のこの基金の事業目的のところに大きな違いがございますので、御紹介

させていただきます。上から３行目でございます。 

 事業目的に、現行の基金は２０２０年から２年間ということで、趣旨としては、主と

してＢｅｙｏｎｄ ５Ｇの要素技術の芽出し、早期確立が主たる目的として実施してき

たところでございます。他方で、これまで２年を過ぎたこと、また国際競争も激しくな

ってきているところでございますので、右側の新基金につきましては、主として社会実

装、あるいは海外展開までを見据えた戦略的なＢｅｙｏｎｄ ５Ｇの技術の研究開発を

支援していくということが主たる基金のメインの目標になってくると考えてございま

す。 

 他方、電波利用料に基づき行う研究開発につきましては、電波法の規定上、電波の有

効利用に資する５Ｇ技術の開発のために充てることになっておりましたので、このよう

な目的となっております。 

 特に、この上の一般財源に基づく、主として社会実装・海外展開を目指した戦略的な

研究開発支援というところは、主に企業を中心に、自らしっかりとした戦略と覚悟、す

なわち自らの投資部分も含めた投資があるということを前提としたものを国としては

手厚く支援をしていきたいということでございますので、その２行下、主な事業範囲と

いうところも、これまでは国による研究開発委託という形が中心となっておりましたけ

れども、新基金においては、この※１で書いてあります助成、すなわち企業さん等が進

める研究開発プロジェクトの一部を国が補助するというような形での運用を基本とし

て、念頭に置いているところでございます。 

 本基金の造成・運用につきましては、先ほど申しましたとおり、現在、関係の手続を

準備しているところでございまして、それが整い次第、基金造成をいたします。 

 また、この基金の、社会実装・海外を目指した戦略的なＢｅｙｏｎｄ ５Ｇ技術につ

いて成果の最大を図っていくということが必要になっていくということでございます。

この点につきましては、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇの関係について調査・審議をお願いしてお

ります、この本分科会の下に設置されている技術戦略委員会におきまして、今後必要と

なる専門的な調査・検討を進めていただきたいと事務局としては考えているところでご
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ざいます。 

 以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。 

○尾家分科会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問などがございましたら、チャット機能

にてお申出をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 それでは、私から。 

 川野課長、どうも御説明ありがとうございます。今回、恒久的な基金が作られたとい

うことで、これまで単年度でしかできなかったことが、多年度というんですか、もっと

長いスパンでできることによって、研究開発の成果をさらに得ることができるようにな

るんじゃないかと期待しているところです。多年度化することによって、今後、運用の

仕方や制度設計に関する検討が必要になるということでしょうか。 

○川野技術政策課長  ありがとうございます。先ほど申しましたとおり、私ども、具体

的な基金の運用方針について、さらに議論を進める必要があると考えております。その

一部については、先ほど申しましたとおり、この本分科会の下にある技術戦略委員会の

中で御議論も賜りたいと思っております。 

 また、私どもとＮＩＣＴで、実際に基金をどのように運用していくかということを考

えていきたいと思っております。 

 いずれにしましても、これまでは単年度でしかできなかったものが、例えば、２年間、

あるいは３年間という形で腰を落ち着けて、研究開発に臨んでいただけることが制度上

可能になりますので、そういったメリットを最大限有効にしつつ、他方で、しっかりと

研究開発が進んでいるかどうかといった、例えばステージゲート評価といったものをし

っかりとビルドインしながら成果を引き出すという、その両面をにらみながら考えてい

きたいと思っております。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。今後に期待いたしております。 

 皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、課長、どうもありがとうございました。 

○川野技術政策課長  ありがとうございました。 

 

閉  会 
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○尾家分科会長  以上で本日の議題は終了いたしました。全体を通じまして、委員の皆

様から何かございますでしょうか。 

 それでは、事務局から何かございますか。 

○久保田総合通信管理室長  特にございません。 

○尾家分科会長  それでは、本日の会議を終了いたします。 

 次回の日程につきましては、事務局から御連絡さしあげますので、皆様、よろしくお

願いいたします。 

 以上で閉会といたします。本日も、皆様、ありがとうございました。 


